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令和８年度 

「XRAIN を用いた局地的豪雨探知システムの高度化」 

研究開発公募について 

 

 

 

「XRAIN を用いた局地的豪雨探知システムの高度化」研究開発公募は、水管理・国土

保全行政における技術政策課題を解決するため、産学の持つ先端的な技術を積極的に

活用し、産学官連携による技術研究開発を促進することを目的とする。 

本要領では、研究開発 Society5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）運用指針（令和

7 年 3 月 12 日ガバニングボード決定）に基づき公募を行います。 

 
 

 

 

 

応募〆切：令和 8 年 6 月 2 日(火)【必着】 
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1. 「XRAIN を用いた局地的豪雨探知システムの高度化」研究開発公募の概要 

1.1. 研究開発公募の目的 

水管理・国土保全行政における技術政策課題を解決するため、産学の持つ先端的な技術

を積極的に活用し、産学官連携による技術研究開発を促進することを目的としており、技

術分野や課題毎に産学官連携による技術研究開発体制を構築することにより課題の解決を

目指します。 

本要領では、研究開発 Society5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）運用指針（令和 7 年

3 月 12 日ガバニングボード決定）に基づき公募を行います。 

 

1.2. 研究開発公募 

 

1.2.1. 応募資格 

本公募において、応募資格があるのは、以下の①～③のいずれかの機関に所属する研

究者又は以下の①～③のいずれかの機関に所属する研究者からなる共同研究体です。 

①学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学又は同附属試験研究機関やその

他公的研究開発機関 

②研究を主な事業目的としている、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公

益財団法人 

③日本に登記されている民間企業等（※１） 

 

なお、技術研究開発の実施にあたっては、研究代表者の所属する機関、又は共同研究

体と国土交通省近畿地方整備局との間で契約を締結することとなります。研究者は提示

する契約書（案）に合意するとともに、必要とする手続き等を速やかにかつ適切に遂行

できる体制を有していることが必要となります。 

 

※１ 「③日本に登記されている民間企業等」は、以下の基準を満たすことを条件と

します。 

1)民法、商法その他法律により設立された法人であること。 

（定款及び財務諸表を添付すること） 

2)応募した技術研究開発を実施する能力を有する機関であること。 

また、日本国内に本申請に係る主たる技術研究開発のための拠点を有すること。 

（応募した技術研究開発を自ら実施できる能力を有する機関であることを証

明する資料を記載・添付等すること。（例）研究開発施設や事務所の所在地、

研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報告書等） 

3)研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。 
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1.2.2. 費用の負担 

国土交通省の費用負担の限度額は表 1.1 のとおりです。 

表 1.1 費用負担の限度額等  

公募課題 費用負担限度額※１※２  
技術研究開発

期間 

XRAIN を用いた局地的豪雨探知システムの

高度化 

技術研究開発期間の合計と

して 385 百万円程度 

（R8 年度 101.6 百万円程度 

R9 年度 145 百万円程度 

R10 年度 139 百万円程度） 

３年 

※１内閣府の決定等により対象となる施策、配分額、期間は変動する場合があります。 

※２費用負担限度額については、間接費及び消費税込み。 

 

1.2.3. 公募課題、採択審査基準及びスケジュール 

2.2.1 に示す通りに、公募課題、審査基準を設定しています。 

 

1.3. 委託契約 

有識者からなる「XRAIN を用いた局地的豪雨探知システムの高度化」研究開発公募評価

委員会（以下、「評価委員会」という。）における審査結果等を踏まえ、採択にあたっては、

提出いただいた研究計画の修正を求める場合があります。提出いただいた研究計画に基づ

き、国土交通省近畿地方整備局と委託研究契約を締結します。 

また、複数年継続課題のため、年度毎に年度末評価を実施し、継続の可否を決定するこ

とから、単年度毎の契約となります。 

 

1.4. 年度末評価・最終評価の実施 

本公募課題については、内閣府が設置する「BRIDGE 評価委員会」による年度末評価と最

終評価を実施します。年度末評価の結果、配分額の変更や研究目的の達成が困難であると

判断されたものについては本制度による技術研究開発を終了する場合があります。 

 

1.5. 研究成果の報告義務及び報告書の作成 

採択された研究テーマについては、年度毎に得られた研究成果について研究概要・成果

の要旨、研究開発成果概要、報告書を提出していただきます。 

 

1.6. 知的財産権の排他的実施の制限 

研究成果について、公共目的で国が利用する場合は、その使用を認めていただきます。 

1.7. 研究成果の公表 

委託研究完了時（委託研究実施期間内においては、公表しようとするとき）に、研究成

果の公表を行う場合は、契約機関と公表の可否等について協議して下さい。 
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別添資料１「委託研究契約書（例）」第２５条を参照して下さい。 

 

1.8. 研究成果のフォローアップ 

研究期間終了後、研究代表者に対して研究成果の行政実務への応用化、実用化状況等の

調査に協力していただくことがあります。 

 

1.9. 応募手続き 

P2-1～P2-6 をご確認下さい。 

 

1.10. 研究資金の適正な執行について 

1.10.1.  不合理な重複・過度の集中の排除 

研究資金（他府省の競争的資金等含む）の不合理な重複及び過度の集中を排除するた

め、国土交通省は、以下の措置を講じることができることとします。 

（１）不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一

部を他の研究資金配分機関に情報提供する場合があり、不合理な重複及び過度の集

中があった場合には採択しないことがあります。 

（２）応募書類に記載されている研究資金の応募・受け入れ状況について事実と異なる

記載があった場合は、研究テーマの不採択、採択取消し又は減額配分をすることが

あります。 

1.10.2.  不正使用・不正受給ならびに研究上の不正について 

(1) 不正使用及び不正受給への対応 

研究者の所属する機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン 

（実施基準）（平成２７年６月２日改正）(以下、「ガイドライン」という。)」（国土交

通省のホームページ（https://www.mlit.go.jp/common/001091878.pdf）参照）の第１

節から第６節に準じて、費用の不正使用等の防止等を図るための取組を実施する必要

があります。 

また、国土交通省は、本公募に係る費用について、不正な使用及び不正な受給を行っ

た研究者及びそれに共謀した研究者や、不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定

されなかったものの、善管注意義務を怠った研究者に対して、ガイドラインの第８節④

に準じて、事案に応じて、国土交通省所管の研究資金への応募申請の制限、研究資金配

分機関への不正の概要の提供等の措置ができることとします。 

所属機関において「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究

インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和３年４月２７日 統合イノベーシ

ョン戦略推進会議決定）を踏まえ、利益相反・責務相反に関する規定の整備が重要です。

所属機関としての規定の整備状況を確認するなど必要に応じて所属機関に照会するこ

とがあります。 
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(2) 研究活動における不正行為への対応 

研究者の所属する機関は、「研究活動における不正行為への対応指針（平成２７年６

月２日改正）（以下「指針」という。）」（国土交通省のホームページ

（https://www.mlit.go.jp/common/001091876.pdf）参照）の第 4 章から第 5 章に準じ

て、不正行為（捏造、改ざん及び盗用）を未然に防止するための取り組みを実施する

必要があります。 

また、国土交通省は、本公募に係る費用について、不正行為（捏造、改ざん、盗用）

があったと認定された場合、不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与した

と認定された者や、不正行為に関与したとまでは認定されていないものの、不正行為が

あったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者としてされた当該

論文等の著者に対して、指針の第６章６．（４）に準じて、事案ごとに、費用の配分停止、

申請の不採択、国土交通省所管の研究資金への応募申請の制限、研究資金配分機関への

不正の概要の提供等の措置ができることとします。 

(3) その他 

委託契約機関に別途、研究不正に関する規程が存在する場合はその規程に従うこと。 

 

1.11. 問い合わせ 

本要領に関する問い合わせは、次に従い日本語でお願いします。 

（１）提出期間及び提出方法 

   令和８年５月２６日（火）までに電子メールにより提出をお願いします。 

 （２）提出先（事務局） 

国土交通省近畿地方整備局河川部 水災害予報センター 流域調査係 

E-mail： kkr-kasenbu@mlit.go.jp 
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2. 公募要領 

2.1. 公募概要 

産学のもつ先端的な技術を積極的に活用し、産学官連携による技術研究開発を促進す

ることによって河川行政における技術政策課題を解決することを目的としています。 

本公募は、研究開発 Society5.0 との橋渡しプログラム運用指針（令和 7 年 3 月 12 日

ガバニングボード決定）に基づき公募を行います。 

2.2.1 新規応募時 

(1) 技術研究開発課題 

技術研究開発課題には、研究開発目標の設定、進捗管理等を行うプログラムディレ

クターを置く予定としています。 

 

課題名 「XRAIN を用いた局地的豪雨探知システムの高度化」 

技術研究開

発期間、費

用負担限度

額 

技術研究開発期間：３年 

費用負担限度額 ：合計 385 百万円程度まで 

(R8 年度 101.6 百万円程度、R9 年度 145 百万円程度、R10 年度 139 百万円

程度） 

背景・現

状・課題 

・ 近畿地方では、XRAIN の観測情報を活用し、ドップラー風速から推

定する鉛直渦度から、数十分後に急発達し豪雨となる積乱雲を検知

する「局地的豪雨探知システム」を運用している。 これらをベース

として、局地的豪雨に関する定量化した予測情報を生成・提供する

システムを実装することにより、雨水出水に対する避難及び応急対

応や洪水予報河川の上流・支川の精度向上等に活用する。 XRAIN

（レーダ雨量計観測網）を用い、近畿地方で先行して運用している

豪雨探知・予測の精度向上と機能強化を行うとともに、避難行動を

始めとする防災対応に資する表示・配信等の実装要件を整理し、実

運用を通じて効果検証した上で、他地域への横展開により全国的な

即応体制の強化を図る。 

課題の内容  既設レーダ雨量計の観測情報による雨量の直前情報に注目し、これら

を防災対応に活用可能な水準まで高度化するとともに、三大都市圏や

九州北部などの都市部の内水浸水のおそれを自治体やインフラ管理

者と共有し応急対応を実施可能とする情報提供ツールを開発する。具

体的には、以下の取組などにより課題解決を図る。 ① 近畿地方で先

行して構築している XRAIN の観測情報を活用した豪雨探知の高度化 

② 高度化された方法論を他地域でも適用可能となるよう、各地域特

性に応じた開発を実施 ③ 生成される予測降雨強度等の情報につい

て、予測対象時間及び予測規模に応じた、降雨強度に関する空間分布

等の予測・推定手法の開発 ④ 当該空間分布情報及び利用者のニーズ

を踏まえた情報提供方法の検討 ⑤ 制度的課題や情報提供に係る費
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用等を踏まえた実装方法の検討 

 

(2)応募書類 

応募は、指定した様式を用い、日本語で作成し提出して下さい。指定した枚数を超え

ることや枠をはみ出して作成することは認めません。また、文字の大きさについては

10.5pt を基本として読みやすい文字の大きさとして下さい。応募書類は表 2.1 のとお

りです。なお、評価時における評価基準は、表 2.2 のとおりです。 

 

表 2.1 応募書類  

 様式 応募様式名称 所定枚数 

 

様式申請票 

様式 1 

様式 2 

様式 3 

様式 4 

様式 5 

様式 6 

様式 7 

その他 

応募・審査書類申請票 

研究概要・成果の要旨 

応募様式（その１） 

応募様式（その２） 

応募様式（その３） 

技術研究開発年次計画・経費の見込み 

研究年度（令和○年度）の必要経費概算 

研究者データ（共同研究者を含む全員分） 

参考資料（様式自由） 

1 枚 

1 枚 

2 枚以内 

3 枚以内 

1 枚以内 

1 枚 

1 枚 

各 2 枚 

20 枚以内 

a )添 付 書 類  

応募にあたっては、以下の資料又はこれに準ずるものを添付して下さい。 

・法人の概要、研究開発に係る事業部、研究所等の組織、事業内容、研究内容等を

確認できるもの１部（ホームページ等で確認できる場合は、ホームページ公開ア

ドレスを様式申請票に記載して下さい）※ 

 

※既存のパンフレット等でも結構です。また、複数の研究者から構成された研究体

制の場合、研究代表者に加え、すべての研究者の所属機関について提出して下さい。 

b )提 出 方 法  

応募様式の提出は、電子データ（様式-1～様式-7 は word ファイルの形式）で、また、

「法人の概要、研究開発に係る事業部、研究所等の組織、事業内容、研究内容」等が確

認できるホームページが確認できない場合に提出するＰＤＦ等ファイルをメールによ

り提出して下さい。ただし、メールによる提出ができないパンフレット等の添付書類は

メールにその旨記載し郵送で提出することができます（応募〆切までに必着）。 

c )応 募 書 類 の 提 出 期 限 及 び 提 出 先 （ 事 務 局 ）  

応募様式の提出期限及び提出先は以下の通りです。 
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・提出期限：（表 2.1 の応募書類）令和８年６月２日(火)必着 

・提 出 先：〒540-8586 大阪市中央区大手前 3-1-41 

国土交通省近畿地方整備局 

河川部 水災害予報センター 流域調査係 

・E-mail：  kkr-kasenbu@mlit.go.jp 

d )応 募 書 類 の 受 理  

提出された応募書類について、本要領に従っていない場合や不備がある場合、応募書

類の記載内容に虚偽があった場合、または、応募資格を有しない者の応募書類について

は受理できません。 

提出された応募書類を受理した場合は、事務局から受理した旨をメールにて送信しま

す。提出後７日経っても受理メールが来ない場合は、お手数ですが事務局へご連絡願い

ます。また、応募書類をはじめ、提出された応募関係書類は返却しませんので、予めご

了承下さい。 

 

e )秘 密 の 保 持  

応募書類は委託先の特定のためにのみ利用し、公表はいたしません。ただし、実施が

適当であると判断された技術研究開発については、その研究計画の概要を公表すること

があります。それ以外の応募書類については、事務局で責任を持って保管、廃棄いたし

ます。 

 

f )注 意 事 項  

1) 同一の研究内容で、国土交通省及び他省庁等の補助金等を受けている技術研

究開発の応募は認めません。 

2) 技術研究開発の応募にあたっては、研究代表者をはじめとする各研究者は研

究の円滑な遂行に必要な時間を適切に確保することにご留意下さい。 

3) 応募書類の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、応募者側の負担としま

す。 

4) 提出された応募書類については、当該応募者に無断で二次的に使用すること

はしません。ただし、採択された応募内容については、「行政機関の保有する

情報の公開に関する法律」（平成十一年法律第四十二号）において、行政機関

が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企

業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対

象となる場合があります。 

5) 応募書類の提出期限後においては、原則として差し替え及び再提出は認めま

せん。ただし、病休、死亡、退職、人事異動等のやむを得ない理由により変更

を行う場合には、<別添資料 3>の様式にて事務局へ提出して下さい。 

6) 採択された課題の研究代表者、共同研究者及びその所属機関は、本技術研究開

発の期間中、委託者より、本課題に関係する業務が発注された場合、受託する
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ことができない場合があります。 

7) 技術研究開発を実施する上で必要があれば、国土交通省と協議の上、国土交通

省が所有する技術研究開発に必要なデータの提供、計測機器の貸与、フィール

ドの提供等を行います。 

 

g )個 人 情 報 等 の 取 り 扱 い 等  

応募書類は、応募者等研究者の利益保護の観点から、原則として審査以外の目的に使

用しませんが、重複排除の調査等のため、応募に関連する情報について関係機関に対し

て情報提供を行うことがあります。 

 

(3)応募書類の審査 

提出された応募書類について、応募の要件を満たしているか等について審査するとと

もに、応募書類の内容について書面審査を行います。審査の方法、時期、結果等は表 2.2

のとおりです。 

 

表 2.2 応募書類 審査内容 

選定審査 

 

方法：応募書類の書面審査 

時期：令和 8 年６月頃 

結果：令和 8 年７月頃に電子メールにて研究代表者に結果を通知 

 

審査は、有識者からなる評価委員会において表 2.3 の視点から総合的に行われます。

なお、評価委員会の議事録については非公表とし、審査の経過に関する問合せには応じ

ませんので予めご了承下さい。 

 

表 2.3 採択にあたっての審査基準 

（ⅰ）技術開発要素 
洪水予測に関する既存の技術に比べてどの程度の新

規技術研究開発要素が認められるか 

（ⅱ）有用性 

河川行政への応用性及び研究成果の幅広い普及を通

じた国民生活や経済活動に対する効果・意義が期待で

きるか 

（ⅲ）実現可能性 
目標達成及び社会実装が技術的に可能であるか 

研究計画、経費、実施体制は適切か 

(4)審査結果の通知・公表 

a)審 査 結 果 の 通 知  

審査結果については、結果によらず電子メールにて研究代表者に対して通知します。

なお、審査結果に関する問い合わせには応じませんので予めご了承下さい。 
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b )審 査 結 果 の 公 表  

審査結果、採択となった課題については、課題名、所属機関、研究代表者名を近畿地

方整備局のホームページ等で公表します。 

 

(5)技術研究開発の委託契約 

技術研究開発の費用の一部について、国土交通省と研究代表者の所属する機関、又は

共同研究体との間で委託契約を結ぶことにより負担します。なお、委託契約条件につい

ては、別添資料１「委託研究契約書（例）」を参照して下さい。外注に関する契約条件に

ついては、委託研究契約書第５条により、外注は同条に規定する「再委託」に該当しま

す。また、複数の機関または研究者からなる共同研究体にて技術研究開発を実施する場

合は、別添資料２「共同研究体協定書（案）」を参考に、共同研究体協定書を締結し、そ

の写しを提出して頂きます。 

 

2.2.2. 年度末評価及び最終評価 

(1) 技術研究開発課題 

令和 8 年度に採択された研究テーマで令和 9 年度以降も継続して技術研究開発を行

うものを対象に実施します。 

年度末評価及び最終評価は（2）のスケジュールを予定していますが、審査等の詳細

については、委託契約完了後、別途お知らせします。 

 

(2) スケジュール 

令和 9 年 1 月～令和 9 年 2 月  年度末評価（ヒアリング） 

令和 9 年 3 月    継続の可否決定、公表 

令和 9 年 3 月～令和 9 年 5 月頃  委託研究契約準備、委託研究契約手続き 

契約締結後    委託契約による技術研究開発の実施 

令和 10 年 1 月～令和 10 年 2 月  年度末評価（ヒアリング） 

令和 10 年 3 月    継続の可否決定、公表 

令和 10 年 3 月～令和 10 年 5 月頃 委託研究契約準備、委託研究契約手続き 

契約締結後    委託契約による技術研究開発の実施 

令和 11 年 3 月    委託契約による技術研究開発の終了 

令和 11 年 5 月以降        最終評価 

 

 

 

2.2.3. 研究成果の報告及び報告書の作成 

年度毎に得られた研究成果について、表 2.4 に示す書類を提出していただきます。 

 詳細については、委託契約完了後、別途お知らせします。 
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表 2.4 年度毎の提出書類 

 様式 提出書類 所定枚数 

 

様式-1 

様式-8 

- 

- 

研究概要・成果の要旨 

研究開発成果概要 

報告書（契約図書による） 

その他（契約図書による） 

1 枚 

9 枚程度 
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3. 募集に関する一般事項 

3.1 研究開発費の使途について 

(1) 経費の使途について 

研究開発費(直接経費)の使途については、以下のとおりです。 

 

a. 当該事業の遂行に直接必要な経費であり、以下の使途に支出することができます。 

1） 物品費：新たに設備・備品・消耗品等を購入するための経費 

2） 旅 費：研究者等の旅費、当該事業の遂行に直接的に必要な招聘旅費等 

3） 人件費・謝金： 

研究採択者本人（研究代表者及び共同研究者）の人件費（有給休暇等を含む）及

び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職

手当等 

4） その他：上記の他、当該事業を遂行するために必要な経費。 

研究開発成果発表費用（論文投稿料、印刷費用等）、機器リース費用、運搬費等 

費目の具体的な定義については、研究開発費を受託する研究機関の規則・規定に

従います。 

b. 以下の経費は研究開発費（直接経費）として支出できません。 

1） 当該研究開発の目的に合致しないもの 

2） 間接経費としての使用が適当と考えられるもの 

 

 

(2) 費目間流用について 

費目間流用については、委託者の承認を経ずに流用可能な範囲を、当該事業年度にお

ける直接経費総額の２０％以内としています。 

 

3.2 間接経費について 

本委託研究契約による研究費をより効果的・効率的に活用できることを目的に、本委

託研究を実施するに必要な機関の管理等に必要な経費を、間接経費として、原則、直接

経費の 10％程度を手当することが可能です。間接経費の主な使途としては、以下を参照

ください。 

 

間接経費の主な使途の例示 

受託機関において、本委託研究契約による研究の実施に伴う機関の管理等に必要な経

費のうち、以下のものを対象とします。下記の例示に記載があっても、本委託研究の管

理等に関連がない経費への支出はできません。 

(1) 管理部門に係る経費 

（ア）管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 
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（イ）管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内

外旅費、会議費、印刷費 

など 

 

(2) 研究部門に係る経費 

（ウ）共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、

会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

（エ）当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、     

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

（オ）特許関連経費 

（カ）研究棟の整備、維持及び運営経費 

（キ）実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

（ク）研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

（ケ）設備の整備、維持及び運営経費 

（コ）ネットワークの整備、維持及び運営経費 

（サ）大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 

（シ）大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 

など 

 

(3)その他の関連する事業部門に係る経費 

（ス）研究成果展開事業に係る経費 

（セ）広報事業に係る経費 

など 

 

3.3 取得財産の管理 

購入した物品について、耐用年数１年以上かつ取得価格 10 万円以上の物品は備品と

して、耐用年数１年以上かつ取得価格 50 万円以上の物品は資産として、それぞれ管理

することとします。また、購入した物品について、耐用年数１年未満又は取得価格 10 万

円未満の物品を消耗品として取り扱うこととします。 

耐用年数１年以上かつ取得価格又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の研究機

器について、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に（当該年度を超えない範

囲で）他の研究開発に使用するために転用または貸付を行う場合は、下記①②の条件を

付したうえ、別紙様式による報告書の提出をもって大臣の承認があったものとして取り

扱うこととします。この場合、国庫納付に関する条件を付さずに承諾するものとします

が、提出された報告書において、関係法令の規定に反するものや記載事項の不備など必
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要な要件が具備されていない場合はこの限りではありません。 

①使用予定者との間で一時使用に関する管理協定を締結し、破損した場合の修繕費や

光熱水料等使用に関する経費負担を明らかにしておくこと。 

②貸し付けを行う場合は原則無償貸付とする。ただし、貸付額は実費相当額を求めて

も差し支えないものとする。 

 

3.4 若手研究者の自発的な研究活動等について 

本制度は、若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成を目的の一つ

としており、研究代表者または共同研究者（以下、「研究代表者等」という。）が研究開

発の実施のために雇用する若手研究者について、人件費を支出しつつ、当該研究開発に

従事するエフォートの一部を、研究開発の推進に資する若手研究者の自発的な研究活動

や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当することが可能です。 

(1)対象者 

原則として以下の全てを満たす者とする。 

①民間企業を除く研究機関において、当該研究開発の実施のために雇用される者（た

だし、研究代表者が自らの人件費をプロジェクトから支出し雇用される場合を除く） 

②研究代表者等と同一の研究機関に所属する者 

③令和 8 年 4 月 1 日時点で 40 歳未満の者 

④研究活動を行うことを職務に含む者 

(2)実施条件 

原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 

①若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

②研究代表者等が、当該研究開発の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、

所属研究機関が認めること 

③研究代表者等が、当該研究開発の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究

機関が認めること（当該研究開発に従事するエフォートの 20％を上限とする） 

(3)従事できる業務内容 

上記(2)の全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の研究資金を獲得して実施する

研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含む。） 

(4)申請方法 

若手研究者が自発的な研究活動を希望する際は、採択後に提示する「自発的な研究活

動等の承認申請手続」及び「自発的な研究活動等の変更承認申請手続」に従って、必要

書類を提出してください。研究代表者は、若手研究者による自発的な研究活動等の実施

が承認された場合、実施計画にその旨を記載してください。 

(5)活動報告 

所属研究機関において実施が承認された研究開発については、「自発的な研究活動等

の活動報告手続」に従って活動内容を報告し、必要書類を提出してください。 



３． 募集に関する一般事項 
   

3-4 
 

(6)活動の支援、承認取消 

研究代表者は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施状況

を把握し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動等が適切に実施

されるよう助言を行ってください。なお、当該研究活動等が(2)の実施条件に違反してい

ることが確認された場合には、所属研究機関は、研究代表者等と相談の上、年度途中で

も当該研究活動等の承認を取り消すことができます。
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＜別添資料 1＞ 

別記様式第１０ 

委託研究契約書（例） 

委託研究契約書 

 

 

 委託研究の名称    

 

 

 委託研究実施期間   自  令和  年  月  日 

            至  令和  年  月  日 

 

 

 委託料の限度額   ￥            

            （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \    ） 

 

 

 

 

 頭書研究の委託について、委託者 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 ○○ ○○と受

託者                  とは、次の条項により委託契約を締結する。 

 

 

（総 則） 

第 １ 条 受託者は、委託研究実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、頭書の委託料の

限度額をもって、頭書の委託研究実施期間（以下「実施期間」という。）までに、頭書の委託研

究（以下「委託研究」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の実施要領に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者とが協議して定める

ものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 ２ 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継しては

ならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（再委託の禁止等） 



 
      

- 2 - 
 

第 ３ 条  受託者は、委託研究の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け

負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、委託研究における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び

技術的判断等をいうものとする。 

３ 受託者は、委託研究の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせよ

うとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託

を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を委託者に提出し、

承諾を得なければならない（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）。再委託の内容を変更

しようとするときも同様とする。 

４ 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模

型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようと

するときには適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識

別加工情報を扱う業務はこの限りではない。 

５ 受託者が委託研究の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為につい

ては、その責任を受託者が負うものとする。 

６ 受託者は、委託研究の処理に当たり、第三者との間で共同研究等の契約を締結してはならな

い。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（履行体制の把握） 

第 ４ 条 受託者は、前条第３項及び第６項の承諾を得た場合において、再委託の相手方（共同

研究等の相手方を含む。）がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、

前条第４項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再

委託を行う業務の範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書面」という。）を委託者に

提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 受託者は、前項の場合において、委託者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求

めた場合には、これに応じなければならない。 

 

（実施計画書の変更等） 

第 ５ 条 受託者は、実施計画書の変更（各費目相互間における金額の２割以内の変更を除く。）

をしようとするときは、変更後の実施計画書を委託者に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 委託者は、前項の変更後の実施計画書について遅滞なくその内容を審査し、不適当と認めた

ときは、受託者と協議するものとする。 

３ 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究の処理状況につき調査を行い、又

は報告を求めることができる。 

 

（委託研究の内容の変更等） 

第 ６ 条 委託者は、必要がある場合には、委託研究の内容を変更し、又は委託研究を一時中止
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し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、実施期間又は委託料の限度額を変更

する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 予期することのできない賃金水準、物価水準等の変動により、委託研究に要する直接経費（人

件費、諸謝金、旅費、庁費）に大きな変動が生じ、委託料の限度額が著しく不適当となったと

きは、委託者と受託者とが協議のうえ委託料の限度額を変更することができる。 

３ 前条第１項及び第２項の規定は、第１項及び前項の場合について準用する。 

４ 第１項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償するもの

とし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 

（実施期間の延長等） 

第 ７ 条 受託者は、その責に帰することができない事由により実施期間までに委託研究を完了

できないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して実施期間の

延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議し

て定めるものとする。 

２ 委託者は、受託者の責に帰する事由により実施期間までに委託研究を完了することができな

い場合において、実施期間後に完了する見込みがあると認めたときは、その内容を審査し、損

害金を付して実施期間を延長することができる。 

３ 前項の損害金は、委託料の限度額に対して延長日数に応じ年 3 パーセントの割合を乗じて計

算した額とする。 

 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第 ８ 条 委託研究の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）の

ために必要を生じた経費は、受託者が負担しなければならない。ただし、その損害が委託者の

責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担

するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 

（完了確認及び引渡） 

第 ９ 条 受託者は、委託研究を完了したときは、遅滞なく成果品に添えて完了報告書、受払報

告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。 

２ 委託者は、前項の成果品、完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理したときは、

その日から１０日以内に委託者又は委託者の指定した職員により完了確認を行わなければなら

ない。 

３ 受託者は、前項の完了確認の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補

正を行い、成果品に添えて補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出し

なければならない。 

４ 第２項の規定は、委託者が前項の成果品、補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書

を受理した場合に準用する。 

５ 委託者は、第２項（第４項において準用する場合を含む。）の完了確認の結果、業務の完了
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を認めた場合は、委託料の額を確定し、受託者にその旨を通知しなければならない。 

６ 前項の委託料の確定額は、現に委託研究に要した経費の額と委託料の限度額のいずれか低い

額とする。 

７ 受託者は、第５項の通知を受けたときは、遅滞なく成果品を委託者に引き渡さなければなら

ない。 

 

（委託料の支払） 

第１０条 受託者は、前条第７項により、成果品の引き渡しを完了したときは、委託者に対して、

確定した委託料の支払いを請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から３０日以内に委

託料を支払わなければならない。 

３ 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により前項の委託料の支払いが遅れた場合には、委託

者に対して、遅延日数に応じ年３パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求

することができる。 

 

（概算払） 

第１１条 受託者は実施計画書及び四半期別必要経費内訳書に基づいて、各四半期における所要

額として委託料の概算払を請求することができるものとし、委託者は、請求書を受理した日か

ら３０日以内に支払うものとする。ただし、受託者の請求は事業の進捗状況を勘案し、必要に

応じたものでなければならない。 

２ 概算払の請求の総額は委託料の 9 割を超えない範囲とする。 

 

（委託料の精算） 

第１２条 受託者は、第９条の払受報告の確認の結果、すでに概算払いにより受領した金額に差

額が生じた場合は、委託者にその旨を申請する。 

２ 受託者は前項の結果に不足が生じた場合には、委託者に不足額の支払いを請求することがで

きる。 

３ 委託者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から３０日以内に委託料を支

払わなければならない。 

４ 受託者は、第１項の結果に余剰額が生じた場合には、遅滞なくこれを委託者に返還しなけれ

ばならない。 

 

（知的財産権の範囲） 

第１３条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

 一 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、実用

新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権（以下「実用新案権」という。）、

意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠権」という。）、半導体

集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権（以
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下「回路配置利用権」という。）、種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権

（以下「育成者権」という。）及び外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産

権」と総称する。） 

 二 特許法に規定する特許をうける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、

意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第３条１

項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第３条に規定する品種登録

を受ける地位及び外国に於ける上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権を受ける権利」

と総称する。） 

 三 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するプログラムの著作物及びデータベースの

著作物（以下「プログラム等」という。）の著作権並びに外国に於ける上記各権利に相当す

る権利（以下「プログラム等の著作権」と総称する。） 

 四 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであっ

て、かつ、財産的価値のあるものの中から、委託者と受託者とが協議の上、特に指定するも

の（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利。 

２ この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案

権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠の創作、回路配

置利用権の対象となるものについては回路配置の創作、育成者権の対象となるものについては

品種の育成、プログラム等の著作権の対象となるものについてはプログラム等の創作並びにノ

ウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 

３ この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新

案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半導体集積回路の回路配

置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２

条第１項第１５号及び同項第１９号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 

 

（知的財産権の帰属） 

第１４条 委託者は、契約締結日に受託者が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書に

より委託者に届け出た場合は、当該委託研究に係る知的財産権を受託者から譲り受けないこと

ができるものとする。 

 一 受託者は、当該委託研究に係る発明等を行った場合には、遅滞なく第１６条の規定に基づ

いて、その旨を委託者に報告する。 

 二 受託者は、国が適正な対価を支払う場合においては、当該知的財産権を実施する権利を国

に許諾する。 

 三 受託者は、国が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める

場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。ただし、本号に通常の公

共事業への活用は含まれない。 

 四 受託者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権

を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、委託者が

当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求め
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るときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 

 五 受託者は、当該知的財産権が存続期間の満了等により消滅するまでの間、専用実施権及び

独占的な通常実施権等を設定しないものとする。ここでいう独占的な通常実施権等の設定と

は、当該知的財産権について権利保有者のみが実施（自己実施）すること、権利保有者が特

定の者以外の者には実施許諾しないこと、又は実施許諾の対価（ロイヤリテイー）を時価よ

りも著しく高く設定すること等のいずれかにより、実施権について独占的な状態を設定する

ことをいう。 

２ 委託者は、受託者が前項で規定する書面を提出しない場合、受託者から無償で当該知的財産

権を譲り受けるものとする。その承継等の時期は特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に

係る権利にあっては出願、回路配置利用権に係る権利にあっては、申請に先立って行うものと

し、受託者は知的財産権帰属届出書並びに次の各号に掲げる書類を委託者に提出するものとす

る。 

 一 受託者の従業員又は役員（以下「従業員等」という。）の行った発明等に係る知的財産権

を受ける権利を受託者が承継した旨を記載した書面。 

 二 前号の知的財産権を受ける権利を受託者が委託者に無条件で譲渡する旨を記載した書面。 

 三 第一号に係る発明等の範囲、内容等を記載した書面。 

３ 受託者は第１項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておら

ず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと委託者が認める場合、当該知的財産

権を無償で委託者に譲り渡さなければならない。 

 

（知的財産権の管理） 

第１５条 受託者は、前条第２項に該当する場合、前条第２項の書類の提出後、委託者の指示に

従い、受託者は当該委託研究に係る発明等について、次の各号に掲げる手続きを委託者の名義

により行うものとする。 

 一 特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に

係る登録まで必要となる手続 

 二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続 

 三 プログラム等の著作物にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続き 

２ 委託者は、前項の場合において、受託者に対し、受託者が当該産業財産権の出願又は申請、

審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を別途支払うものとする。 

３  受託者は、当該委託研究に係る委託者の名義の産業財産権等の登録後に生じた問題等の解決

のため、委託者より協力の要請があった場合には速やかに対応することとする。 

 

（知的財産権の報告） 

第１６条 受託者は、当該委託研究に係る産業財産権に関する出願又は申請を行ったときは、出

願の日から６０日以内に、産業財産権出願通知書を委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合には、特許

法施行規則第２３条第６項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託研究
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に係る成果の出願である旨を記載しなければならない。 

 

  【特許出願の記載例（願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入）】 

「国等の委託研究の成果に係る特許出願（国土交通省近畿地方整備局「○○」委託研究、産業技

術力強化法第１７条の適用を受ける特許出願）」 

 

３ 受託者は、第１項に係る産業財産権の設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日か

ら６０日以内に、産業財産権通知書を委託者に提出しなければならない。 

４ 受託者は、当該委託研究に係るプログラムの著作物又はデータベースの著作物が得られた場

合には、著作物が完成した日から６０日以内に、著作物通知書を委託者に提出しなければなら

ない。 

５ 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾

したときは、実施もしくは許諾した日から６０日以内に、知的財産権実施届出書を委託者に提

出しなければならない。 

 

（知的財産権の移転） 

第１７条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権の全部又は一部を委託者以外の第三者に移

転する場合には、第１４条、第１５条、第１６条、第１８条、第１９条、第２０条、第２１条及

び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。 

２ 受託者は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を委託者に提

出し委託者の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次

のイからハまでに規定する場合は、この限りではない。 

イ 子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）又は親会社（同条第４号に規

定する親会社という。）に当該知的財産権の移転をする場合 

ロ 承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関す

る法律（平成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の

変更の承認を受けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ（同法第１１条第１項の認定を受けた

者）に当該知的財産権の移転をする場合 

ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転をする場合 

３ 受託者は、第１項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく委託者に提出しなければ

ならない。 

 

（知的財産権の実施許諾） 

第１８条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を委託者以外の第三者に実施を許諾する場

合には、第１４条第１項、第２０条及び第２１条の規定の適用に支障を与えないように当該第

三者に約させねばならない。 

 

（知的財産権の放棄） 
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第１９条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、

その旨を委託者に報告しなければならない。 

 

（知的財産権の帰属の例外） 

第２０条 委託契約の目的として作成される報告書に係る著作権は、プログラム等の著作権を除

きすべて委託者に帰属する。 

２ 第１４条第２項及び前項の規定により著作権を受託者から委託者に移転する場合において、

当該著作物を受託者が自ら創作したときは、受託者は著作者人格権を行使しないものとし、当

該著作物を受託者以外の第三者が創作したときは、受託者は当該第三者が著作者人格権を行使

しないように必要な措置をとるものとする。 

 

（ノウハウの指定） 

第２１条 委託者及び受託者は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該

当するものについて、速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、委託者と受託者とが協議の上、決定するものとし、原則として、

当該委託研究完了の翌日から起算して５年間とする。ただし、指定後において必要があるとき

は、委託者と受託者とが協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

 

（職務発明規程の整備） 

第２２条 受託者は、この契約の締結後速やかに従業員等が行った発明等が委託研究を実施した

結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属す

る場合には、その発明等に係る知的財産権が受託者に帰属する旨の契約をその従業員等と締結

し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。 

 

（残存物件の返還） 

第２３条 受託者は、委託研究の実施により生じた残存物件の返還については、成果品の引き渡

し前に委託者と協議の上、委託者の指示に従うものとする。 

 

（契約の解除及び違約金等） 

第２４条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 一 その責に帰すべき事由により、実施期間内に委託研究が完了しないとき、又は完了する見

込がないと明らかに認められるとき。 

 二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することが

できないと認められるとき。 

 三 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成２７年６

月２日改正）等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反となる行為を行っ

たと認められるとき。 
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参考：国土交通省における研究活動の不正行為への対応 

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/safety/sosei_safety_tk2_000018.html） 

 

 四 受託者（受託者が共同研究体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

この号において「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）であると認められるとき。 

   ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

  ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

   へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

   ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方とし

ていた場合（へに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を

求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 受託者は、前項の規定により委託者が契約を解除したときは、委託料の限度額の１０分の１

に相当する金額を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。 

 

（委託料の経理及び監査） 

第２５条 受託者は、委託料の経理について、当該委託に係る支出の実績を確認できる根拠資料

又は証拠書類（以下「証拠書類等」という。）に基づく支払実績額により受払報告書を整備し、

証拠書類等とともに保管しなければならない。 

２ 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用（直接経費総額の２割以内の変更を

除く。）をしてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

３ 受託者は、委託研究実施期間中の委託料の経理状況について、第２四半期及び第３四半期終

了後３０日以内に委託者に報告しなければならない。 

４ 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究実施期間中の委託料の経理状況に

ついて監査し、資料の提出を求めることができる。 

５ 受託者は、第１項の帳簿及びその収支内容を証する証拠書類を、委託研究終了の年度の翌年
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度から５年間保管しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２６条 受託者は、委託研究の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（成果の公表） 

第２７条 委託研究の内容及び成果の公表にあたっては、次の各号の通りとする。 

 一  公表する内容については、委託研究完了時（委託研究実施期間内においては公表しようと

する とき）に、知的財産権及びノウハウの保護の観点から、公表の可否、公表する範囲につ

いて委託者と受託者とが協議するものとする。 

 二 受託者は、委託研究の内容及び成果を公表しようとするときは、前号で協議した内容に従

うとともに、公表前に委託者に報告しなければならない。この場合、受託者は、特段の理由が

ある場合を除き、その内容が委託者の委託研究の結果得られたものである旨を明示しなければ

ならない。 

 三 前号の報告をしなければならない期間は、委託研究の実施年度の終了の翌日から起算して

５年間とする。ただし、委託者と受託者とが協議してこの期間を延長し、又は短縮することが

できるものとする。 

 

（補 則） 

第２８条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必

要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 

 本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

     令和  年  月  日 

 

 

         委託者  大阪市中央区大手前 3-1-41 

              支出負担行為担当官 

              近畿地方整備局長  ○○ ○○  印 

 

 

         受託者  住所 

 

                        氏名                     印 
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＜別添資料 2＞ 

 

共同研究体協定書（案） 

 

（目的） 

第１条 当該共同研究体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 

一 国土交通省近畿地方整備局委託に係る○○研究（当研究内容の変更に伴う研究を含む。以

下「○○研究」という。） 

二 前号に付帯する研究 

 

（名称） 

第２条 当共同研究体は、○○共同研究体（以下「共同体」という。）と称する。 

 

（事務所の所在地） 

第３条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 

 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、○○研究の委託契約の履行後○ヶ月を経過す

るまでの間は解散することができない。 

（注）○の部分は、例えば３と記入する。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 共同体の構成員は、次のとおりとする。 

○○県○○市○○町○○番地 

○○大学 

○○県○○市○○町○○番地 

○○大学 

 

（代表者の名称） 

第６条 共同体は、○○大学を代表者とする。 

 

（代表者の権限） 

第７条 共同体の代表者は、委託研究の履行に関し、共同体を代表して、委託者及び監督官庁等

と折衝する権限並びに自己の名義をもって研究委託料（概算払金を含む。）の請求、受領及び

共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

２ 構成員は、成果品等について、契約日以降著作権法（昭和45年法律第48号）第２章及び第３

章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し委託者と折衝等を行う権限を、共同

体の代表者である企業に委任するものとする。なお、共同体の解散後、共同体の代表者である

企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と折衝等を行う権限を、代表

者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するもの

とする。 

 

（分担業務） 
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第８条 各構成員の○○研究の分担は、次のとおりとする。ただし、分担研究の一部につき委託

者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 

○○の○○研究○○大学 

○○の○○研究○○大学 

２ 前項に規定する分担研究の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところに

よるものとする。 

 

 

（運営委員会） 

第９条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、○○研究の履行に当たるものとす

る。 

 

（構成員の責任） 

第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担研究の進捗を図り、委託

契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 

 

（取引金融機関） 

第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口

座によって取引するものとする。 

 

（構成員の必要経費の分配） 

第12条 構成員はその分担研究を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配

を受けるものとする。 

 

（共通費用の分担） 

第13条 本研究を行うにつき発注した共通の経費等については、分担研究額の割合により運営委

員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 

 

（構成員の相互間の責任の分担） 

第14条 構成員がその分担研究に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを

負担するものとする。 

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議する

ものとする。 

３ 前２項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとす

る。 

４ 前３項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を免れるものでは

ない。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 

 

（業務途中における構成員の脱退） 

第16条 構成員は、共同体が○○研究を完了する日までは脱退することはできない。 
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（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第17条 構成員のうちいずれかが研究途中において破産又は解散した場合においては、委託者の

承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担研究を完了するものとする。ただ

し、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認

を得て、新たな構成員を当共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産

又は解散した構成員の分担研究を完了するものとする。 

２ 前項の場合においては、第14条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

（知的財産権） 

第18条 構成員は、構成員間において知的財産権について定めが必要な場合は、協議の上、別

途、定めるものとする。 

 

（協定書に定めない事項） 

第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 

○○大学外○大学は、上記のとおり○○共同研究体協定を締結したので、その証拠としてこの

協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

 

○○大学 

学長 ○  ○  ○  ○ 印 

 

 

○○大学 

学長 ○  ○  ○  ○ 印 
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○○共同研究体協定書第８条に基づく協定書 

 

国土交通省近畿地方整備局委託に係る○○研究については、○○共同研究体協定書第８条の規

定より、当共同体構成員が分担する研究の研究額を次のとおり定める。 

 

 

記 

 

 

 

分担研究額（消費税及び地方消費税分を含む。） 

○○○の○○研究○○大学○○円 

○○○の○○研究○○大学○○円 

 

 

○○大学外○大学は、上記のとおり分担研究額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を

作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。 

 

年  月  日 

○○共同研究体 

代表者   ○○大学  学長  ○○○○   印 

 

 

○○大学  学長  ○○○○   印 

 

 

 



 

- 15 - 
 

＜別添資料 3＞ 

 
 
 
 
 

申請事項変更届 
 

令和  年  月  日 

           

        殿 

 

 

研究代表者：           

所属：              

役職：              

E-mail:               

 

 

 

 

     の変更について 

 

                          が変更になりましたので、「応募書

類、あるいは審査書類」の注意事項の５）に基づき以下の通り届け出いたします。 

 

研究テーマ名：                                   

 

変更の内容：                                      

 

変更の理由：（                                 ）によ

る 

 

その他：  
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申請事項変更届 
 

令和〇年○月○日 

国土交通省 近畿地方整備局  

○○ ○○ 殿 

 

 

研究代表者：国土 太郎  

所属： ○○大学 

役職： 教授 

E-mail: xxxx@xxxx.ac.jp 

 

 

 

 

  所属  の変更について 

 

  研究代表者である私、国土太郎の所属 が変更になりましたので、「応募書類、あるいは審査

書類」の注意事項の５）に基づき以下の通り届け出いたします。 

 

研究テーマ名：   ○○○○○○に関する技術研究開発             

 

変更の内容：研究代表者の 所属 を △△大学 より ○○大学 に変更 

 

変更の理由：（  令和○年○月○日付け人事異動）による 

 

その他： 

 前所属である△△大学、新所属である○○大学及び共同研究者に上記内容を了解いただいてお

り研究の実施体制に影響はありません。  

 

 


